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東
京
都
知
事
の
東
京
都
が
尖
閣
諸
島
を
購
入
す
る
旨
の
発
言
に
対
す
る
政
府
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
四
年
四
月
十
七
日
に
石
原
慎
太
郎
東
京
都
知
事
が
米
国
ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
け
る
講
演
に
お
い
て
、
所
有
者
の
同
意

を
得
て
東
京
都
が
尖
閣
諸
島
を
購
入
す
る
予
定
で
あ
る
と
表
明
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
日
の
記
者
会
見
で
、
藤
村
修
内
閣

官
房
長
官
は
、
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
必
要
が
あ
れ
ば
国
が
購
入
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
表
明
、
野
田
佳
彦
内
閣
総
理
大
臣
も
平

成
二
十
四
年
四
月
十
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
国
有
化
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
検
討
を
し
た
い
と
答
弁
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

現
在
、
政
府
に
よ
る
尖
閣
諸
島
購
入
に
つ
い
て
、
石
原
慎
太
郎
東
京
都
知
事
及
び
尖
閣
諸
島
の
所
有
者
と
協
議
等
は
な
さ

れ
て
い
る
か
。
ま
た
政
府
内
に
お
け
る
検
討
状
況
は
如
何
。

二

政
府
は
現
在
、
尖
閣
諸
島
の
所
有
者
と
一
年
毎
の
更
新
で
尖
閣
諸
島
の
賃
借
契
約
を
締
結
し
、
国
の
機
関
等
を
除
き
上
陸

等
を
認
め
な
い
と
い
う
所
有
者
の
意
向
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
尖
閣
諸
島
の
平
穏
か
つ
安
定
的
な
維
持
及
び
管
理
の
た
め
と
い

う
政
府
の
賃
借
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
原
則
と
し
て
政
府
関
係
者
を
除
き
何
人
も
尖
閣
諸
島
へ
の
上
陸
を
認
め
な
い
と
い
う

政
府
方
針
を
示
し
て
い
る
が
、
石
原
慎
太
郎
東
京
都
知
事
は
平
成
二
十
四
年
四
月
十
九
日
に
成
田
空
港
で
の
報
道
陣
の
取
材

に
対
し
、
尖
閣
諸
島
の
現
地
調
査
に
つ
い
て
、
も
ち
ろ
ん
上
陸
許
可
を
政
府
に
申
請
す
る
と
発
言
し
た
。
石
原
都
知
事
の
発

一



言
通
り
、
東
京
都
が
地
籍
調
査
等
の
目
的
で
尖
閣
諸
島
へ
の
上
陸
を
希
望
し
、
所
有
者
が
上
陸
を
認
め
る
場
合
、
東
京
都
か

ら
の
上
陸
許
可
申
請
を
認
め
る
か
。

三

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
に
政
府
と
尖
閣
諸
島
所
有
者
の
賃
借
契
約
が
終
了
す
る
た
め
、
賃
借
契
約
の
更
新
が
必
要

と
な
る
が
、
所
有
者
が
東
京
都
へ
の
売
却
を
理
由
に
政
府
と
の
契
約
更
新
を
行
わ
な
い
場
合
、
政
府
と
し
て
東
京
都
関
係
者

に
よ
る
尖
閣
諸
島
上
陸
を
規
制
で
き
る
か
。
そ
の
場
合
の
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


